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【事業概要】 

目  的：美瑛町が発行する電子地域通貨（Ｂｅコイン）の流通を通して、町内にお

ける経済の活性化を図るとともに、町民の地域活動及び健康増進活動を支

援することを目的とする。 

実施主体：美瑛町（システム管理運営、ポイント発行等） 

協力団体：美瑛町商工会（加盟店舗関係、精算業務等） 

システム：株式会社トラストバンクが提供する「地域通貨プラットフォームサービス

『ｃｈｉｉｃａ（チーカ）』」において運用する。 

通貨名称：美瑛町電子地域通貨（愛称：Ｂｅコイン） 

通貨単位：「ポイント」とし、その価値は１ポイント当たり１円 

 

【実証実験】 

期  間：令和２年１２月 1日から令和３年３月３１日まで 

内  容：町民 1人、１枚５，０００円分のポイントが付与されたＢｅコインのカー

ドを配布します。（内、大型店は１，０００円分まで） 

     加盟店舗でのお支払いのご利用いただき、利用者、加盟店舗の皆様から実

施結果のアンケート調査を行い、新年度からの本格運用を目指します。 

※ 利用者は「カード」からスマートフォンアプリへ移行して使用する事も出来ます。 

 

 

 

 

 

 

 

   △「Ｂｅコイン」カード 

 

 

 

 

 

△ ステッカー   △ 店舗用 QR コード       △ポスター 

 
１．Be コインの事業説明について 
 

資料．１ 
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決済用アプリの操作方法 

１）  chiica（チーカ）が提供する「加盟店舗アプリ」をご使用の端末機にインス

トールし、加盟店アプリにログインします。 

２） 「決済する」をタップ、端末機のカメラ機能で利用者のＢｅコインのＱＲコー

ドを読み取ります。 

３） 支払金額分のポイントを入力し、利用者に確認いただきます。 

４） ポイントに間違いがなければ、利用者から「確認コード」を入力してもらい、

「決定」を押すと支払いが完了します。 

５） 支払いポイントに間違いがあった場合は、「加盟店舗アプリ」か「地域通貨管理

画面（ＣＭＳ）」で利用ポイントの取消ができます。（別冊「地域通貨管理画面

利用マニュアル【店舗用】」Ｐ６、 

※ 貸与端末機をご利用の方は１）、２）まで完了していますので、登録内容に間違いがないか

ご確認ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

                

 
２．加盟店舗の操作・処理方法について ① 

完了 

利用者カードの
QR コードを端末
機で読み取る 

端末機に支払いポ
イントを入力する 

利用者が「確認コ
ード」を入力して
「決定」をタップ 

スマホの QR コー
ドを端末機で読
み取る 

※以降は同じ操作 

カードの「確認コード」の初期設定は「１１１
１」 
任意で変更できます。（役場でのみ対応） 
スマホは毎回 QR コードの下に「確認コード」
が表示されます。 
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地域通貨システム「chiica（チーカ）」の管理画面 

 

パソコンかスマートフォン（貸与端末等）でご確認頂けます。 

１）地域通貨管理画面を開き、ユーザー種別「店舗」を選択のうえ、ユーザー名、

パスワードを入力しログインします。 https://cms.furusato-token.jp/ 

２）「ユーザー名」、「パスワード」は別紙「店舗登録情報」でご確認ください。 

３）登録済みの店舗情報の確認・修正、レジの追加登録・修正、ポイント利用状況

の確認ができます。     別冊「かんたんマニュアル」参照 

 

 

 

 

 

 

美瑛町電子地域通貨事業加盟店舗認定申請書 

 

１） 本事業は、「美瑛町電子地域通貨事業実施要綱」、及び「美瑛町電子地域通

貨事業加盟店舗規約」に基づき実施されます。 

２） 参加希望店舗は、「美瑛町電子地域通貨事業加盟店舗認定申請書」の提出

ください。 

３） 後日、「美瑛町電子地域通貨事業加盟店舗認定通知書」を郵送します。 

４） 加盟店舗は町が発行する「加盟店舗標識」（ポスター）、及び販促物等（ス

テッカー、店舗用ＱＲコード）を店舗内に掲示してください。 

 

 

  

 
２．加盟店舗の操作・処理方法について ② 

 
３．申請書の提出・端末機の貸与について 
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決済端末の使用方法と貸与について 

 

１）決済にはスマートフォン端末機を使用します。各店舗でご用意いただくか、

町から無償貸与を受けることができます。 

２）貸与内容は下記のとおりです。 

貸与端末機：JENESIS ADP-503G/WH 

費用負担等：貸与は無償だが、機器使用にかかる経費は各店舗負担とする。 

貸与契約書：「美瑛町電子地域通貨決済用端末貸与契約書」提出 

３）端末使用にあたって必要なインターネット環境は各店舗で整備ください。 

※無償貸与の端末機は SIM フリーとなっており、Wi-Fi 環境の整備か、携帯

電話会社との契約が必要です。 

４） 端末機の使用には専用アプリをインストールし、店舗毎にログインして

使用します。（貸与端末はインストール済みです） 

５）複数台の端末機で操作をおこなっても、店舗ごとに集計され精算されます。 

締め日：毎月１５日、月末日     振込日：２週間以内 

振込主：美瑛町商工会        申請等：不 要 

【店舗用アプリ】 

 

 

 

 

 
 

加盟店用アプリのアイコン       （参考）利用者用アプリのアイコン 

 

 

iPhone 用            Android 用 


